
（７）公共事業継続箇所評価（令和元年度に行った評価）

①　対象

　○公共事業継続箇所評価件数

　○公共事業継続箇所評価の対象

一　災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業箇所

二　道路、河川等の施設の維持修繕に係る事業箇所

②　実施時期

③　評価に用いた観点及び判定基準

　 評価結果の判定基準

配点（合計点数）

Ⅰ ８０点以上

Ⅱ ６０点以上８０点未満

Ⅲ ６０点未満

イ　公共事業継続箇所評価結果の概要及び評価結果の反映状況

①　評価結果の概要

■農林水産部（２箇所）

No

1

2 森林整備課

ア　実施状況

 農林水産部所管事業　　　２件

 建設部所管事業 １３件

合　　　　　計 １５件

　県が継続して実施している農林水産省生産局及び農村振興局、林野庁、水産庁並びに国土交通省が所管する国庫補助事業
及び総事業費が５億円以上の県単独事業で、実施計画に定める年数を経過した箇所を対象とする。
　また、総事業費の増額が３割以上の事業箇所及び社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により見直しの必要性が生じた
箇所は、事象が生じた年度に評価する。
　ただし、次の各号のいずれかに該当する事業箇所を除く。

　○事業所管課長の評価 令和元年９月

農地整備課

　事業の「必要性」、「緊急性」、「有効性」、「効率性」及び「熟度」の５つの観点から、それぞれの事業特性に応じ
て、評価項目及び配点（１００点満点）を設定した。

ランク（判定内容）

：「優先度がかなり高い」

：「優先度が高い」

：「優先度が低い」

課名 事業名 工区名 事業箇所 事業内容
総事業費
（百万円）

評価点
判定
ランク

県の
総合評価

経営体育成基盤整備
事業

芦崎地区 三種町 区画整理 A=53.4ha 1,901 80 Ⅰ 継続

地すべり防止事業 荒瀬川地区 北秋田市 集水井工 2基 ほか 522 82 Ⅰ 継続

－110－【Ⅱ－１－（７）】



■建設部（１３箇所）

No

1 Ⅰ

2 Ⅰ

3 Ⅰ

4 Ⅰ

5 Ⅰ

6 Ⅰ

7 Ⅰ

8 Ⅰ

9 Ⅰ

10 Ⅰ

11 Ⅰ

12 Ⅰ

13 Ⅰ

②　評価結果の事業への反映状況

82

課名 事業名 工区名 事業箇所 事業内容
総事業費
（百万円）

評価点
判定
ランク

県の
総合評価

都市計画課 地方街路交付金事業 （都）新屋土崎線 秋田市 現道拡幅 L=1,125m 3,200 継続

地方道路交付金事業
（改築）

継続

道路課

地方道路交付金事業
（改築）

国道１０１号 男鹿市 バイパス L=2,770m 1,900 85 継続

（主）横手大森大内線 横手市 現道拡幅 L=2,240m 1,897 88

国道１０８号 由利本荘市 バイパス L=1,500m 1,398 94

地方道路交付金事業
（改築）

継続

地方道路交付金事業
（改築）

（主）大曲大森羽後線 羽後町 バイパス L=2,840m 1,988 89 継続

地方道路交付金事業
（改築）

3,630

84 継続

地方道路交付金事業
（改築）

（一）河辺阿仁線 秋田市 バイパス L=1,000m 549 80 継続

継続

（一）白岩角館線 仙北市 バイパス L=780m 1,492

河川砂防課

広域河川改修事業 長木川・支川下内川 大館市
河川改修
長木川 L=4,200m
下内川 L=3,100m

継続広域河川改修事業 淀川 大仙市 河川改修 L=14,150m

88 継続

広域河川改修事業 馬踏川 秋田市

焼間沢 湯沢市 砂防堰堤 N=２基 ほか 584 100

4,230 96

11,000 89

河川改修 L=2,170m

継続

88 継続

通常砂防事業 沼山沢川 横手市 砂防堰堤 N=４基 ほか 1,941 95

通常砂防事業

　○各事業における反映状況については、各評価調書を参照。

継続

通常砂防事業 前田沢 横手市 砂防堰堤 N=２基 ほか 644
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